
*1幼・小・中・高はそれぞれの校(園)の頭文字一字を取る(｢幼｣は幼稚園・こども園，｢中・高｣には中等教育学校含)。特別支

援学校は略さない。
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令和３年度事業計画

Ⅰ 基本方針

本事業年度は，公益社団法人にふさわしい活動（※認定法別表２３事業）を展開し，幼児・児

童生徒の文化や芸術，学術振興に努めるとともに，教職員の研究・研修，職能の向上を図る事業

を推進する。そして，教職員の各種活動等の支援，助成，調査・研究をはじめ，子どもたちの体

験活動や作品展，表彰・コンクール等の公益目的事業の事業区分をふまえながら，「新しい時代

にふさわしい教育の目的・理念の高揚に努め，徳島県教育の充実と県民の文化・芸術の向上を図

る事業」を積極的に推進していく。

Ⅱ 重点目標

本会の定款に定めた目的を達成するため，又その公益事業に資するため次のような事業を重点

目標として取り組む。

１ 学校教育（幼・小・中・高*1・特別支援学校）・家庭教育及び社会教育振興上必要な事業の実施，

促進及び協力に関すること。

２ 幼・小・中・高の校（園）長会，教頭会，幼・小・中・高・特別支援教育研究会，各教育研究

団体，県教育委員会及び県内大学との密接な連携，協力に関すること。

３ 各種教育の振興及び教育財政の確立などを図るための支援・協力に関すること。

４ 教職員の職能向上並びに幼児・児童生徒の文化の向上や学術振興を図るための援助・協力に関

すること。

５ 教育研究の奨励助成並びに功績者の表彰に関すること。

６ 教育会館を広く教育文化の振興，援助を行う拠点として施設の開放，充実を図る事柄に関する

こと。

７ その他目的達成に必要と認めた事業に関すること。

Ⅲ 事業計画の概要

１ 公益目的事業

(1)教育の研究，研修，文化，学術の振興に寄与する教育支援事業（公１）

①教育研究指定校の募集，審査，助成

②特色ある学校（園）活動支援事業の募集，審査，助成

③教育研究論文・教育実践記録の募集，審査，表彰

④各種教育団体への教育研究活動助成事業

（各種教育振興助成・単位教育会助成・専門部会［幼小中高教育研究会・特別支援学校部会］助成）

⑤日本連合教育会全国研究大会香川大会（延期開催）への派遣事業

⑥教育文化講演会への支援

(2)幼児・児童生徒の文化や芸術，学術振興に寄与する支援事業（公２）

①科学作品展，社会科研究選賞展，生活科作品展の開催，審査，表彰

②科学経験発表会の開催，審査，表彰

③児童教室の開催（こども木工教室，わくわく算数教室，こども科学教室）

④児童生徒作品展の開催

(3)学術文化，教育研究，研修に寄与する施設貸出事業（公３）
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①教育関係諸団体への貸出，四国，中四国，全国研究大会への貸出及び研究会，講演会，発

表会等への貸出

②幼児，児童生徒の科学，芸術，文化等活動への貸出

③健全育成を目的とした各種会合，ＰＴＡ活動の会議への貸出

④幼児，児童生徒のサークル活動への貸出

⑤校(園)長会・教頭会・ＰＴＡ連絡協議会等（テナント）への貸出

⑥美術・工芸等への個人や団体へのギャラリーとしての貸出

⑦公益目的で利用する事業者への貸出

⑧「まちかど救急ステーション」並びに災害避難場所の指定等への貸出

⑨会館等施設・設備機能充実及び維持管理のための事業

(4)教育・文化の振興，発展に寄与する各種研究・調査・資料収集のための出版事業（公４）

①「徳島教育」の発行

②幼児・児童生徒の副読本・補助教材の発刊

(5)「ひと・こと・もの」を考える啓発・キャンペーン事業(公５)

①国際理解，環境，防災，人権等啓発キャンペーン週間の設定とポスター，リーフレット，

パネル展の開催

２ 収益事業

(1)効率的運営のための施設貸出事業（収１）

①一般企業等への貸出

②会館等施設，設備機能充実及び維持管理のための事業

(2)教育活動の円滑な推進に寄与する調査出版事業（収２）

①学事関係職員録の発行

３ 会員の研修・福利厚生，相互扶助事業並びに教育功労者表彰事業（他１）

(1)会員の研修・福利厚生，相互扶助事業

①研修・福利厚生事業

・研修事業

（県 外）宿泊研修，１日研修

（体験研修）ラフティング，シーカヤックとスノケーリング，大谷焼陶芸体験

・福利厚生事業

ランチ&エステ，レクリエーションゴルフ，バドミントン大会，囲碁・将棋大会

②相互扶助事業

・慰謝金・祝金等の給付事業

・貸付事業

③その他

・新会員，特別会員の拡充事業

(2)教育功労者表彰事業

Ⅳ 研究主題
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「変化する社会の中で，心豊かにたくましく生き抜く『人財』を育む教育活動」

― 未来へつなぐ教育環境を創造し，一人一人が輝く教育活動の推進 ―

主題設定の趣旨

現代社会は，グローバル化とAIやIoTによる技術革新が急速に進んでいる。国内では急激な少子高齢

化と生産年齢人口の減少による社会全体の活力低下が懸念されている。このような変化が激しく将来

の予測が難しい「超スマート社会」の到来と持続可能な開発目標である「SDGs」の達成が期待される

世の中を，子供たちはたくましく生き抜いていかねばならない。

折りしも，2020年，新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより，世界中が大きな混乱と不安

に陥った。そして人類は，まだ先行きの見えない未知の状況の中で模索を続けている。

日本では，東京オリンピック・パラリンピックの開催が延期され，全国の学校が一斉臨時休業とな

った。約３か月近くに及んだ臨休を経て再開された学校においては，徹底した感染予防対策の上での

限られた教育活動を余儀なくされた。この非常事態の中で，子供たちにどのように学びを保障し，ど

のような子供を育てていくのか，そのためにどのような教育活動を実践すべきか，多くの課題が私た

ち教職員に突き付けられたのである。

幼稚園等では令和元年度より新幼稚園教育要領等が全面実施となった。小学校では令和２年度から，

中学校では令和３年度から新学習指導要領の全面実施がスタートしている。高等学校でも，令和４年

度からの年次進行での実施に向けて準備が進んでいる。今回の新学習指導要領では，子供たちに必要

な資質能力として，「生きて働く『知識・技能』の習得」「未知の状況にも対応できる『思考力・判断

力・表現力等』の育成」「学びを人生や社会に生かそうとする『学びに向かう力・人間性』の涵養」を

挙げている。まさに予測困難な社会を生きていく子供たちが獲得すべき資質能力である。

本県では，「未知の世界に果敢に挑戦する，夢と志あふれる『人財』の育成」を基本方針とした，令

和元年度から令和４年度までを推進期間とする「徳島教育大綱」を策定し，教育，学術，文化及びス

ポーツの振興に関する総合的な施策について，その目標や根本となる方針を定めた。すでに平成30年

度からの５年間にわたる本県教育の新たな行動計画として，「徳島県教育振興計画（第３期）」を策定

し，「徳島ならでは」の施策や，成果指標等が総合的かつ体系的に示されている。

私たち教職員は，新しい時代に対応した教育の流れを念頭に置き，学校教育の重要性を再認識する

とともに，個々の資質・職能の向上に努め，学校力を強化し，未来の創り手となるために必要な資質

・能力を子供たちに育むことのできる教育に取り組まなければならない。そして，子供たちが，夢を

抱き，自らの行動によって未来を切り拓いていくための「生きる力」を身につける場と機会，つまり

「未来へつなぐ教育環境」を創出することが大切である。

子供たち一人一人が，個性・能力を生かし，他者と協働しながら，心豊かにたくましく生き抜くた

めの力を育む教育活動が，すべての学校園で行われることを願って，本主題を設定した。


